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請負工事費�

工事価格�

※１　純工事費とは，直接工事費＋共通仮設費のことである。�
※２　工事原価とは，純工事費＋現場管理費のことで，実際に現場で必要となる経費である。�
※３　間接工事費については，毎年「間接工事費等諸経費動向調査」を実施し，その結果を�
　　　分析した上で必要に応じて間接工事費率の改訂を行っている。�

工事原価�

直接工事費� 【歩掛×単価】�

歩　　掛：施工単位ごとに必要な労力，資材，機材の数量�
　　　　　を工事実態調査により標準的な値を決定�

労務単価：賃金台帳を基に実態調査で決定�
　　　　　労務賃金＝基本日額＋割増賃金�

資材単価：市場の取引価格�
　　　　　物価調査機関による調査価格�

機械経費：機械の使用実績に基づき標準的な価格を決定�
　　　　　機械損料またはリース価格�

間接工事費�

共通仮設費�

現場管理費�

【直接工事費×経費率】　＋　【積み上げによる計上】�
（工事実態調査により率を決定）�

施工に共通的に必要な経費�
　例：機械等の運搬費，現場事務所等の営繕費，�
　　　工事現場の安全対策に要する安全費等�

工事目的物の施工に直接必要な経費�
純工事費＝直接工事費�
　　　　　＋共通仮設費�

工事を監理するために必要な費用�
　例：現場に常駐する社員の給与，労務者の交通�
　　　費，安全訓練費，労災保険等の法定福利費，�
　　　外注経費（一般管理費等）�

会社の本支店での必要経費，試験研究費，�
公共事業としての適正利益�

（各工事現場ごとの施工条件に応じて算定）�

【（直接工事費＋共通仮設費）×経費率】（実態調査により率を決定）�

【工事原価×経費率】（実態調査（財務諸表）により率を決定）�一般管理費等�

消費税等相当額�

１． はじめに

公共工事の積算にあたっては，標準的な工事価

格が算定できるよう実態調査を行い，できる限り

実態に近づけるように積算基準を整備していま

す。

公共土木工事の積算体系は，直接工事費，共通

仮設費および現場管理費からなる間接工事費，な

らびに一般管理費等と消費税等相当額から構成さ

れます。

この中で，諸経費（共通仮設費，現場管理費，

一般管理費等）の積算は，直接工事費，純工事

費※１，工事原価※２におのおのの諸経費率を乗じて

算出する方法を用いています。
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なお，諸経費のうち共通仮設費および現場管理

費については，現場で必要な経費の実態調査※３を

行っており，一般管理費等については個々の工事

からは求めることができないため，企業の財務諸

表に基づいた調査から求めています。

本稿では，平成１８年度の土木工事積算基準の改

正について，その概要を紹介します。

２． 間接工事費率の改訂について
（概要）

間接工事費率（共通仮設費率，現場管理費率）

については，下記の調査・解析手法により検討を

行い，現行の率式と調査データから得た率式とに

乖離が大きい場合に改正を行い，実態に即した経

費が算定できるよう，率式の改正を行っていま

す。

【共通仮設費および現場管理費率式の検討方法】

・国土交通省では，農林水産省とも連携し，共通

仮設費および現場管理費の間接工事費の動向を

見るため，毎年，竣工した工事について間接工

事費の内訳を調べる実態調査を行っています。

・調査方法

! 調査対象工事

前年度に竣工した直轄工事から工種ごと，価

格帯ごとに抽出します。

" 調査の実施方法

抽出工事について，請負業者に対し調査票お

よび各種内訳書への記入を依頼し，工事完了後

それらを回収し，その内容を確認の上，解析対

象データとします。

# 調査結果の解析

解析にあたっては，前年度に竣工した直轄工

事のデータを基本に，調査結果から得られる率

式と現行の率式とを比較して解析を実施しま

す。

$ 改正の要件

解析の結果，必要なデータ数が確保され，得

られたデータの相関が高く，複数年同様の傾向

を示すなどの改正の要件を満足する工種につい

て，実態を反映する共通仮設費率，現場管理費

率に改正することとなります。

３． 平成１８年度の間接工事費率改正
概要

検討の結果，既制定の２１工種の内，データ数，

相関等の改訂に必要な条件を満足する下水道工事

%（施工方法が開削工法または小口径の推進工法

による下水道の管渠工事）について，現場の実態

に即した必要な費用を算出できる間接工事費率に

改正しました（表―１参照）。

４． おわりに

国土交通省土木工事積算基準等の改正について

は，国土交通省ホームページの記者発表の欄に掲

載されています。（http : //www.mlit.go.jp/tec/

cost/sekkei/tanka.html）

表―１ 改訂工種率式一覧

工種
区分

共通仮設費率 現場管理費率

１，０００万円
以下

１，０００万円を超え
２０億円以下

２０億円を超
えるもの

１，０００万円
以下

１，０００万円を超え
２０億円以下

２０億円を超
えるもの

下記の率と
する

A×Pb により算定された
率とする。ただし，変数値
は下記による。

下記の率と
する

下記の率と
する

A×Pb により算定された
率とする。ただし，変数値
は下記による。

下記の率と
する

A b A b

下水道
工事!

１３．３０％ ４８４．８ －０．２２３１ ４．０８％ ３３．３０％ １６０．８ －０．０９７７ １９．８４％

２６．２５％ ５５５．０ －０．１８９３ ９．６３％ ２８．６２％ １６２．４ －０．１０７７ １６．１８％

（注） 上段：平成１８年度改訂率式 下段：平成１７年度現行率式
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